
 

 

 

寝屋川市と株式会社関西ぱどとの包括連携に関する協定書 
 
寝屋川市（以下「甲」という｡)と株式会社関西ぱど（以下「乙」という｡)は、相

互に連携を強化し、市民サービスの向上と地域の活性化を推進するため、次のとお
り包括連携協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、甲及び乙相互の持つ知恵、情報及び技術を共有し、協働による
活動を推進することにより、市民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを
目的とする。 

（連携協力事項） 
第２条 甲及び乙は、市民福祉の向上、公共性・公益性の確保を基本として、本条に
定める事項（以下「連携協力事項」という｡)について、連携協力するものとする。 
⑴ 寝屋川市の魅力発信、PRに関すること 
⑵ 防災・防犯に関すること 
⑶ 子育て・教育に関すること 
⑷ 健康・医療・福祉に関すること 
⑸ 雇用促進及び中小企業振興に関すること 
⑹ 人材の育成に関すること 
⑺ その他前条の目的を達成するために必要と認められる事項 

（連携協力窓口の設置） 
第３条 連携協力事項に関する窓口を、甲は経営企画部企画政策課、乙は京阪営業部
に設置し、定期的に協議するものとする。なお、設置した部署が変更となり、窓
口業務が別の部署になる場合は、事前に相手方に通知するものとする。 

（情報の共有） 
第４条 甲及び乙は、連携協力事項の実施に当たり、法令の定める範囲内において相
互に情報の共有を図るとともに、相手方から取得した情報を適切に管理するもの
とし、相手方の事前の承諾なしに、第三者に開示又は漏えいをしてはならないも
のとする。なお、本条の規定は、本協定終了後も、甲乙双方に対し引続き効力を
有するものとする。 

（有効期間） 
第５条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、甲と乙のい
ずれからも有効期間満了の１ケ月前までに改廃の申入れがない場合は、更に１年
間更新するものとし、その後も同様とする。ただし、この協定の有効期間に関し
て疑義が生じたときは、改廃の時期について随時協議し、定めるものとする。 

（協議事項） 
第６条 この協定に定めるもののほか、連携協力の具体的事項及びその他の必要な事
項については、甲と乙が協議して別に定めるものとする。 
 
この協定締結の証として本書を２通作成し、署名捺印の上、各々１通を保有する

ものとする。 
 
平成 29年 11月 22日 
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